
長野県福祉系高校修学資金貸付規程 
 

〔沿革〕 3.7.20 制定         

 

（目的） 

第１条 この規程は、今後必要となる介護人材等を着実に確保していくため、社会福祉士及び介護福

祉士法（昭和 62年法律第 30 号。以下「法」という。）第 40条第２項第４号の規定に基づき、学

校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した

もの（以下「福祉系高校」という）に在学し、介護福祉士の資格の取得を目指す学生に対し、修学

資金の貸し付けを実施し、若者の介護分野への参入促進、地域の介護人材の育成及び確保並びに定

着を支援することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において、「貸付対象者」とは、第３条に規定する貸付を受けることができる者を

いう。 

２ この規程において「貸付の仮決定」とは、第６条第１項の選考後、福祉系高校の長からの合否報

告の後の第４条に規定する選考による決定までの間の決定予約をいう。 

 

（貸付対象者、貸付期間及び貸付額） 

第３条 貸付対象者、貸付期間及び貸付額は次のとおりとする。 

(1) 貸付対象者 福祉系高校に在学する者 

(2) 貸付期間  福祉系高校に在学する期間 

(3) 貸付額   修学準備金 入学時の貸付けに限り 30,000円以内 

         介護実習費 一年度当たり 30,000円以内 

                 国家試験受験対策費用 一年度当たり 40,000円以内 

                 就職準備金 卒業時の貸付けに限り 200,000円以内 

 

（選考） 

第４条 貸付対象者の選考については、選考委員会を設置し、これを行うものとする。 

２ 選考委員会の構成及び選考基準については、別に定めるものとする。  

 

（利子） 

第５条 貸付する修学資金の利子は、無利子とする。 

 

（貸付の申請） 

第６条 修学資金の貸付対象者は、福祉系高校修学資金貸付申請書（様式第１号）（以下「申請書」

という。）に次に掲げる書類を添え、当該高等学校の長を経由して、社会福祉法人長野県社会福祉

事業団理事長（以下「理事長」という。）に提出しなければならない。 

 (1) 申請者と生計を一にする家族の所得証明書（第２項第１号に掲げる期間の申請する場合に

あっては市町村発行の前年分のもの、同項第２号に掲げる期間の申請する場合にあっては、



 

市町村発行の前々年分のもの） 

 (2) 申請者と生計を一にする家族全員の住民票 

(3) 当該高等学校の長の推薦状（様式第２号） 

２ 前項に規定する申請書の提出期間は、次のとおりとする。ただし、理事長が必要と認めたときは、

提出の期間を別に定めることができる。 

 (1) 第１期  当該貸付年度の前年度の 12月１日から 12月 28日までとする 

 (2) 第２期  当該貸付年度の４月１日から４月 20日までとする 

３ 前項第１号の場合は、申請書に添付する書類のうち第１項第３号の書類に替えて、貸 

付者が中学生である場合は中学校の長の推薦状（様式第２号の２）を提出するものとする。 

４ 第２項第１号の申請書を提出した者は、同項第２号の申請書を提出することができないことと

する。ただし、家庭の経済状況等に著しい変動があると理事長が認めたときはこの限りではない。 

 

（貸付の仮決定等） 

第７条 理事長は、第６条第２項第１号に規定する期間に申請書を受理したときは第４条の規定によ

る選考を行った上、修学資金の貸付を仮決定するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定により貸付の仮決定をしたときは、その結果を福祉系高校修学資金貸付仮

決定通知書（様式第３号の２）又は福祉系高校修学資金貸付不承認決定通知書（様式第４号）によ

り、申請者に通知することとし、当該高等学校の長には仮決定を受けた申請者名簿を通知するもの

とする。 

３ 当該高等学校の長は、理事長に仮決定の申請者の合否の報告をしなければならない。 

 

（貸付の決定等） 

第８条 理事長は、第７条に規定する仮決定の申請者の合格の報告を受理したとき、また第６条第２

項第２号に規定する期間に申請書を受理したときは、第４条の規定による選考を行った上、修学資

金の貸付を決定するものとする。 

２ 理事長は、前項の規定により貸付の決定をしたときは、その結果を、福祉系高校修学資金貸付決

定通知書（様式第３号）又は福祉系高校修学資金貸付不承認決定通知書（様式第４号又は第４号の

２）により、当該高等学校の長を経由して申請者に通知するものとする。 

３ 修学資金の貸付決定通知書を受けた者は、遅滞なく、福祉系高校修学資金振込依頼及び連帯保証

人届（様式第５号）及び誓約書（様式第６号）を、当該高等学校の長を経由して理事長に提出しな

ければならない。 

 

（連帯保証人） 

第９条 修学資金の貸付対象者は、法定代理人１名が連帯保証人となることとし、貸付を受けた者と

連帯して債務を負担するものとする。 

２ 連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届（様式第７号）により理事長の承認を

受けなければならない。 

 

（修学資金の交付） 

第 10 条 理事長は、第６条第３項の規定による振込依頼及び連帯保証人届に記載された貸付対象者



 

名義の金融機関に、年度毎まとめて振込むものとする。 

ただし、特別の事情があるときは、変更をすることができる。 

 

（貸付契約の解除及び貸付の休止） 

第 11条 理事長は、貸付を受けている者（以下「被貸付者」という。）が次の各号の一に該当するに

至ったと認めるとき、又は被貸付者が修学資金の貸付契約の解除を申し出たときは、その契約を解

除するものとする。 

 (1) 退学したとき 

 (2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき 

 (3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき 

 (4) 死亡したとき 

 (5) その他貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき 

２ 理事長は、前項の規定により修学資金の貸付の契約を解除したときは、被貸付者及び当該福祉系

高校に対して通知するものとする。 

 

（貸付の休止） 

第 12 条 理事長は、被貸付者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分

が年度の全期間に及ぶ場合は当該年度分の修学資金の貸付けを行わないものとする 

 

（借用証書の提出） 

第 13 条 被貸付者は福祉系高校を卒業する日までに、貸付契約を解除された場合にあっては解除さ

れた日から、14 日以内に福祉系高校修学資金等借用証書（様式第８号）を、当該高等学校の長を

経由して、理事長に提出しなければならない 

 

（返還債務の当然免除） 

第 14 条 理事長は、被貸付者が次の各号に該当するに至ったときは、貸付額に係る返還の債務を免

除するものとする。 

(1) 福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、長野県の区域内において、

居宅サービス等（介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 23条に規定する居宅サービス等をい

う。以下同じ。）を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業（同法第 115 条の 45 第 1

項第 1号イに規定する第一号訪問事業をいう。以下同じ。）若しくは第一号通所事業（同号ロに

規定する第一号通所事業をいう。以下同じ。）を実施する事業所において、介護職員その他主た

る業務が介護等（法第 2条第 2項に規定する介護等をいう。以下同じ。）の業務である者（以下

「介護職員等」という。）として従事し、かつ、介護福祉士の登録日と介護職員等の業務に従事

した日のいずれか遅い日の属する月以降、３年（以下、「返還免除対象期間」という。）の間、

引き続き、これらの業務に従事したとき。 

ただし、法人における人事異動等により、貸付を受けた者の意思によらず、貸付けを受けた

長野県の区域外において介護職員等の業務に従事した期間については、返還免除対象期間に算

入することとする。 

また、介護職員等の業務に従事後、他種の養成施設等における修学、災害、疾病、負傷、そ



 

の他やむを得ない事由により介護職員等の業務に従事できない期間が生じた場合は、返還免除

対象期間には算入しないものとするが、引き続き、介護職員等の業務に従事しているものとし

て取り扱うこととする。 

 (2) 返還免除対象期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため介

護職員等の業務に継続して従事することができなくなったとき。 

２ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由により国家試験を受験できなかった場合又は国家試 

験に合格できなかった場合であって、理事長が本人の申請に基づき次年度の国家試験を受験し、合 

格する意思があると認めた場合、本規定における「卒業した日」を、「国家試験に合格した日」と 

読み替える。 

３ 第１項第１号に規定する３年の計算については、在職期間が通算 1,095日以上であり、かつ、業

務に従事した期間が 540日以上とする。 

なお、介護職員等の業務に従事した者に係る在職期間については、市町村及び有料職業紹介所等 

の登録機関を含めるものとし、同時に２以上の市町村等において業務に従事した期間は、１の期間

として計算し、通算しないものとする。 

４ 前各項の規定により修学資金の返還免除を受けようとする場合、福祉系高校修学資金等返還免除

申請書（様式第９号）に必要な書類を添付して理事長に提出しなければならない。 

５ 理事長は、前項の規定による免除の申請があったときは、当該免除の申請について承認又は不承

認を決定した旨を通知するものとする。 

 

（返還） 

第 15条 被貸付者が、次の各号の一に該当する場合（他種の養成施設等における修学、災害、疾病、

負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除く。）には、当該各号に規定する事由が生じた日の

属する月の翌月から起算して貸付を受けた期間の２倍に相当する期間（返還債務の履行が猶予され

たときは、この期間と当該猶予された期間を合算した期間とする。）内に、理事長が定める金額を

月賦又は半年賦の均等払方式等により返還しなければならない。 

(1)  貸付契約が解除されたとき 

(2)  福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士として登録しなかったとき 

(3)  福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行ったが、長野県の区域内にお

いて介護職員等の業務に従事しなかったとき 

(4) 長野県の区域内において介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき 

(5) 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき 

２ 前項の規定により修学資金を返還する者は、その事由が発生した日から 14 日以内に、福祉系高

校修学資金等返還届（様式第 10号）を、理事長に提出しなければならない。 

３ 修学資金の返還は、月賦均等払い又は半年賦均等払いの方法によるものとする。ただし、繰り上

げて返還することを妨げない。 

４ 修学資金の返還は、原則として指定日に指定の口座へ振込の方法で行うものとする。 

 

（福祉系高校修学資金後進学した場合の取扱い） 

第 16条 福祉系高校を卒業後、大学、専門学校等（以下「大学等」という。）に進学した場合、大学

等を卒業するまでの間、第 13条及び第 14条における「福祉系高校を卒業した日」を「大学等を卒



 

業した日」に読み替える。なお、この場合、介護福祉士の登録の有無は問わないこととする。 

 

（返還の猶予） 

第 17 条 理事長は、被貸付者が貸付契約を解除された後も引き続き、貸付決定時に在学していた福

祉系高校に在学しているとき、貸付額に係る返還の債務の履行を当然猶予するものとする。 

２ 理事長は、被貸付者が次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる事由が継続している期

間、履行期限の到来していない貸付額に係る返還の債務の履行を裁量猶予できるものとする。 

(1) 県内で介護職員等の業務に従事しているとき。 

(2) 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 

３ 前二項の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとする者は、福祉系高校修学資

金等返還猶予申請書（様式第 11号）に必要な書類を添付して理事長に提出しなければならない。 

４ 理事長は、前項の規定による猶予の申請があったときは、当該猶予の申請について承認又は不承

認を決定した旨を通知するものとする。 

５ 理事長は、修学資金の返還債務の履行の猶予を受けた者が、第１項及び第２項各号に掲げる事由

に該当しなくなったと認めるときは、返還債務の履行猶予の決定を取り消すものとする。 

 

（返還の裁量免除） 

第 18 条 理事長は、被貸付者が次の各号の一に該当するに至ったときは、貸付額（既に返還を受け

た金額を除く。）に係る返還の債務の一部又は全部を当該各号に定める範囲内において免除できる

ものとする。 

 (1) 死亡し、又は障害により貸付を受けた貸付額を返還することができなくなったとき  返還

の債務の額（既に返還を受けた金額を除く。以下同じ。）の全部又は一部 

(2)  長期間所在不明となっている場合等、貸付額を返還させることが困難であると認められる場

合であって、履行期限到来後に返還を請求した最初の日から５年以上経過したとき  返還の

債務の額の全部又は一部 

(3) 県内において貸付を受けた期間以上、介護職員等の業務に従事したとき  返還の債務の額

の一部 

 

（延滞利子） 

第 19 条 理事長は、被貸付者が正当な理由がなく貸付額を返還期限までに返還しなかったときは、

当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に応じ年３パーセン

トの割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。 

ただし、当該延滞利子が、払込の請求及び督促を行うための経費等これを徴収するのに要する費

用に満たない少額なものと認められるときは、当該延滞利子を債権として調定しないことができる。 

 

（届出の義務） 

第 20 条 被貸付者又は連帯保証人は、被貸付者が休学、停学、復学、退学若しくは卒業したとき、

又は修学資金の貸付を辞退するときは、遅滞なくその旨を休学（停学・復学・退学・卒業）福祉系

高校修学資金辞退届（様式第 12 号）により、当該高等学校の長を経由して、理事長に届け出なけ

ればならない。 



 

２ 被貸付者又は連帯保証人は、修学資金返還前に本人の氏名、住所、勤務場所その他重要な事項に

異動があったときは、遅滞なくその旨を異動届（様式第 13 号）により理事長に届け出なければな

らない。 

第 21条 被貸付者（第 14 条の規定により修学資金の返還債務の履行の猶予を受けている者を除く。

以下同じ。）は福祉系高校を卒業した日の属する年の４月 30日現在の就業の状況について同年５月

10 日までに、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を理事長に提出しなければなら

ない。 

(1) 県内において介護職員等の業務に従事している者であるとき  業務従事届（様式第 14号） 

 (2) 前号に該当する者以外の者であるとき  未就業者現況届（様式第 15号） 

２ 前項第２号に該当する者が、県内において介護職員等の業務に従事することとなったときは、速

やかに前項第１号に規定する業務従事届を理事長に届け出なければならない。 

３ 被貸付者が福祉系高校を卒業した日の属する年の翌年以降、引き続き県内において介護職員等の

業務に従事しているときは、返還債務が免除されるまでの間、毎年４月 30日現在の就業の状況に

ついて、その年の５月 10日までに第１項第１号に規定する業務従事届を理事長に届け出なければ

ならない。 

４ 被貸付者が業務従事先を変更したときは、第 20条第２項の規定による異動届並びに前項の規定

による業務従事届及び前職に係る業務従事期間証明書（様式第 16号）を理事長に提出しなければ

ならない。  

 

（福祉系高校の協力） 

第 22条 理事長は、被貸付者が所属する高等学校の長に対し、次の各号の事務について協力を求め

るものとする。 

 (1) 学生に対し制度の周知を図ること 

 (2) 提出前の申請書等をとりまとめること 

 (3) 貸付決定等を学生に伝達すること 

 (4) 被貸付者の退学、休学、停学、復学、留年、学業不振並びに在学中の死亡、心身の故障につ

いて遅滞なく理事長に通知すること 

 (5) 被貸付者に対し、在学中及び卒業時において各種届出の指導を行うこと 

 (6) その他理事長の求めに応じて、必要な情報を提供すること 

 

（実施細目） 

第 23条 この規程に定めるもののほか、貸付事業に関し必要な事項は、別に定める。 

 
 
 
 
 

附 則 

この規程は、令和３年７月 20日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
 



                                      福祉系高校 

（様式第 1号）                                （その１） 

 

福祉系高校修学資金貸付申請書 

年  月  日 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 
 

  
※貸付番号及び貸付開始年月 

 年  月 

高等学校名 
 

第  学年 入学年月 年  月 

フリガナ  

氏  名 ○印    

生年月日 年  月  日生   （  歳） 

 

福祉系高校修学資金の貸付を次のとおり申請します。 

住所及び 

電話番号 

〒 

 

電話   （  ）    

貸 

付 
を 
希 

望 

す 

る 

金 

額 

等 

修学準備金 
                           円  

(入学時の貸付に限り３万円以内) 

介護実習費 
        円 ×   年分  計      円 

(一年度あたり３万円以内) 

国家試験 

受験対策費用 

        円 ×   年分  計      円 

(一年度あたり４万円以内) 

就職準備金 
円  

(卒業時の貸付に限り 20 万円以内) 

合  計 円 

卒業後の希望 

就職先 

第一希望  

第二希望  

備考 １ 太枠の中のみ記入し、※印の欄には、記入しないでください。 

   ２ 卒業後の希望就職先には、施設の種別等を記入してください。 



                                      福祉系高校 

（様式第 1号）                                （その２） 

 

保護者又は配

偶者の住所及

び電話番号 

〒         

 

 

                

（電話   （    ）   ） 

家  族（同一生計の家族全員を記載） 

続柄 氏  名 年齢 

勤務先又は職業 
※学生の場合は、当該貸付申請年度の４月時点での公立・私立・

学年を記入し、自宅外（下宿等）の場合はその旨も記載すること 

本人    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

（添付書類） 

 ・市町村が発行する最新の所得・課税・扶養証明書 

 ・同一生計の家族全員の住民票 

 ・推薦状（様式第２号） 

  

 



 

（様式第２号）                               福祉系高校 

推 薦 状 

 

年  月  日 

 

 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

 

高等学校の所在地 

（電話   （   ）   ） 

高等学校の名称 

高等学校の長の職及び氏名            □印  

               

 

 下記の者は、福祉系高校修学資金の貸付を受ける者として適当であると認められるので

推薦します。 

 

学  年  

氏  名  

所  見 

（人物・成績等） 
 

推薦理由  

（注）所見欄の記載にあたっては、高等学校の成績証明書の評価等を参考として、可能な

限り客観的に学業成績が判断できる記述をお願いします。 



 

（様式第２号の２）                             福祉系高校 

推 薦 状 

 

年  月  日 

 

 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

 

中学校の所在地 

（電話   （   ）   ） 

中学校の名称 

中学校の長の職及び氏名            □印  

               

 

 下記の者は、福祉系高校修学資金の貸付を受ける者として適当であると認められるので

推薦します。 

 

学  年  

氏  名  

所  見 

（人物・成績等） 
 

推薦理由  

（注）所見欄の記載にあたっては、中学校の成績証明書の評価等を参考として、可能な限

り客観的に学業成績が判断できる記述をお願いします。 



 

（様式第３号）                               福祉系高校 

福祉系高校修学資金貸付決定通知書 

 

年  月  日 

（申請者） 

              様 

 

社会福祉法人 長野県社会福祉事業団  

理事長           □印   

 

   年  月  日付をもって申請された福祉系高校修学資金を下記のとおり貸付し

ます。 

 

記 
 

貸 付 番 号  

修学準備金 金          円 

介護実習費 

（年額） 
金          円 

国家試験受験対策費用 

（年額） 
金          円 

就職準備金 金          円 

貸付予定期間   年  月分から  年  月分まで（ か月分） 

貸 付 方 法 希望する金融機関への口座振込みとする。 

養成施設名  

そ の 他  

 



 

（様式第３号の２）                             福祉系高校 

福祉系高校修学資金貸付仮決定通知書 

 

年  月  日 

（申請者） 

              様 

 

社会福祉法人 長野県社会福祉事業団  

理事長           □印   

 

   年  月  日付をもって申請された福祉系高校修学資金を下記のとおり貸付の

仮決定をします。 

 

記 
 

貸 付 番 号  

修学準備金 金          円 

介護実習費 

（年額） 
金          円 

国家試験受験対策費用 

（年額） 
金          円 

就職準備金 金          円 

貸付予定期間   年  月分から  年  月分まで（ か月分） 

貸 付 方 法 希望する金融機関への口座振込みとする。 

養成施設名  

そ の 他  

 



 

（様式第４号）                               福祉系高校 

 

福祉系高校修学資金貸付不承認決定通知書 

 

年  月  日 

（申請者） 

              様 

 

 

社会福祉法人 長野県社会福祉事業団  

理事長           □印  

  

 

 

 

   年  月  日付をもって申請された福祉系高校修学資金について、次の理由によ

り貸付することを不承認と決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 不承認決定の理由  



 

（様式第４号の２）                             福祉系高校 

 

福祉系高校修学資金貸付不承認決定通知書 

 

年  月  日 

（申請者） 

              様 

 

 

社会福祉法人 長野県社会福祉事業団  

理事長           □印  

  

 

 

 

   年  月  日付をもって申請され、仮決定しました福祉系高校修学資金について、

次の理由により貸付することを不承認と決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 不承認決定の理由  



 

（様式第５号）                               福祉系高校 

福祉系高校修学資金振込依頼及び連帯保証人届 

年  月  日 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

貸付番号 

住 所 〒 
          

氏 名            ○印  

                       （電話    （   ）    ） 
 

   年  月  日付をもって貸付決定通知のあった福祉系高校修学資金について、下

記のとおり届出します。 

記 

振

込

口

座 

金 融 機 関 

支 店 名 

 

預 金 区 分 

口 座 番 号 

１ 普通預金 口座番号（      ） 

２ その他 口座種別（    ）口座番号（      ） 

フ リ ガ ナ  

名 義 人 氏 名 
 

連

帯

保

証

人 

本人との関係  捺印 

フ リ ガ ナ   

氏 名 
 

住 所 
 

電 話 番 号 
 

勤 務 先 

名  称 

 

住  所 

 

電話番号 

 (注)１ 法定代理人１名が連帯保証人となることとし、被貸付者と連帯して債務を負担するものと

する。 

２ 連帯保証人は、印鑑証明書と同一の印を捺印すること。 
 

(添付書類) 

・連帯保証人の印鑑証明書 

・連帯保証人が相応の資力を有することを証明する書類(市町村が発行する所得証明書等)ただし、

事前に提出した者は除く。 



 

（様式第６号）                               福祉系高校 

 

誓  約  書 

 

年  月  日 

 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

申請者 

 貸付番号 

住所 〒 

 

 

氏名           ○印  

 

 

連帯保証人 

住所 〒 

 

 

氏名           ○印  

 

 

 

 私は、福祉系高校修学資金の貸付を受けるにつきましては、長野県福祉系高校修学資金

貸付規程を遵守し、介護福祉士となった後は、県内において継続して業務に従事すること

を誓います。 

 なお、規程第 15条により福祉系高校修学資金の返還の債務が生じたときは、返還期限ま

でに貸付を受けた福祉系高校修学資金を確実に返還します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）連帯保証人は印鑑証明書と同一の印を捺印すること。 



 

（様式第７号）                               福祉系高校 

 

連帯保証人変更届 

 

年  月  日 

 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸付番号 

被貸付者住所 〒 

 

被貸付者氏名            ○印  

      （電話    （    ）    ） 

新連帯保証人氏名          ○印

           

 下記のとおり、連帯保証人を変更しますので承認してください。 

 

記 
 

旧連帯保証人の氏名  

新連帯保証人の 

住所・氏名・勤務先 

氏 名 

（本人との関係          ） 

住 所 〒 

 

（電 話    （   ）    ） 

勤務先 

（勤務先電話番号    （    ）            ） 

捺 印 

 

変 更 の 理 由  

 

 (注)１ 被貸付者が未成年である場合は、連帯保証人のうち１名は法定代理人とし、もう

１名は独立の生計を営み相応の資力を有する身元の確実な成年者（市町村の住民

税が課税されている者）とすること。 

２ 連帯保証人は、被貸付者と連帯して債務を負担するものとする。 

３ 連帯保証人は印鑑証明書と同一の印を捺印すること。 

（添付資料） 

  ・ 変更後の連帯保証人の印鑑証明書 

  ・ 変更後の連帯保証人が相応の資力を有することを証明する書類（市町村が発行す

る所得証明書等）ただし、事前に提出した者は除く。 



（様式第８号）                               福祉系高校 

福祉系高校修学準備金借用証書 

年  月  日 

 

 

 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 
 

貸付番号  

養成施設名  

被貸付者の住所 

〒 

  

        （電話     （     ）     ） 

フリガナ  生年月日 

氏  名 ○印     年 月 日（  歳） 

 

 私は、次のとおり福祉系高校修学資金の貸付を受けました。この資金は、長野県福

祉系高校修学資金貸付規程等の規定に従い返還します。 

 

借用金額 円 

修学準備金 円 

介護実習費    円 

国家試験受験対策費用 円 

就職準備金         円 

借用期間 年  月 から  年  月 までの   箇月 

 

 

連帯保証人  住     所 

            

      被貸付者との関係 

                  

氏     名            ○印    

                  

 （電話    （   ）    ） 

   

 私は、被貸付者に上記のとおり履行させるとともに、万一被貸付者が履行しない場

合は、その債務を負担します。 

 

（注）連帯保証人は印鑑証明書と同一の印を捺印すること。 

 

 

 

収入印紙 

割印 割印 

割印 



（様式第８号関係）                             福祉系高校 

 16 

 

 

 

福祉系高校修学資金借用証書にかかわる収入印紙の税額表 

 

借 用 金 額 印 紙 税 額 

１万円以上   １０万円以下 ２００ 円 

１０万円を超え  ５０万円以下 ４００ 円 

５０万円を超え １００万円以下 １，０００ 円 

１００万円を超え ５００万円以下 ２，０００ 円 

 

 



 

（様式第９号）                               福祉系高校 

 

福祉系高校修学資金返還免除申請書 
 

年  月  日 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸付番号  

被貸付者の住所 
〒 

               （電話   （   ）   ）  

フリガナ  生年月日 

氏  名 ○印     年 月 日（  歳） 

 
 長野県福祉系高校修学資金貸付規程等の規定により、福祉系高校修学資金の返還の

免除を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

高等学校名 

所在地  

名 称  

卒業等年月日  

借用期間 
  年  月 から 

  年  月 まで 

（  年  箇月） 

借用金額 円 

返還済額 円 

返還猶予を受

けた期間 

年  月 から 

  年  月 まで 

（  年  箇月） 

返還免除済額 円 

返還免除申請額 円 

申請理由 

１ 介護職員等の業務に従事 

  （３年・その他） 

２ 死亡  ３ 心身の故障 

４ その他（         ） 

理由発生

年月日 
 

現在の就業先

又は在学先 

所在地

及び電

話番号 

〒 

 

  （電話  （  ）   ） 

名 称  

卒業

後の

状況 

期間 就業先又は進学先 所在地 

  年  月 

  年  月 まで・現在 
 年 箇月  

県 内 

県 外 

年  月 

  年  月 まで・現在 
年 箇月  

県 内 

県 外 

備考  

（添付書類） 

 ・申請理由を証明する書類（１の場合は様式第１４号） 



 

（様式第 10号）                               福祉系高校 

 

福祉系高校修学資金返還届 

 

年  月  日 

 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

申請者 

 貸付番号 

住所 〒 

 

 

氏名           ○印  

 

連帯保証人 

住所 〒 

 

 

氏名           ○印  

 

 

 長野県福祉系高校修学資金貸付規程第 15 条による福祉系高校修学資金の返還について、

次のとおり届け出ます。 

 

貸付総額（Ａ） 

 

円 

（貸付期間    年  月から  年  月まで） 

免除承認額（Ｂ） 円 

返還債務額（Ａ―Ｂ） 円 

返還方法 

１ 一 括 払 い               返還日   年  月  日 

２ 月賦均等払い （  回払い）        （１回の返還額     円） 

３ 半年賦均等払い（  回払い）        （１回の返還額     円） 

（いずれかの方法に○を記入してください。） 

返 還 期 間 年  月から  年  月まで 

 

（注）連帯保証人は印鑑証明書と同一の印を捺印すること。 



 

（様式第 11号）                               福祉系高校 

 

福祉系高校修学資金返還猶予申請書 
 

年  月  日 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸付番号  

被貸付者の住所 

〒 

  

            (電話    （    ）     ) 

フリガナ  生年月日 

氏  名 ○印     年 月 日（  歳） 

 
 長野県福祉系高校修学資金貸付規程等の規定により、福祉系高校修学資金の返還の

猶予を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

養成施設名 

所在地  

名 称  

卒業等年月日  

借用期間 

  年  月 から 

  年  月 まで 

（  年  箇月） 

借用金額 円 

返還済額 円 

返還猶予を求

める期間 

年  月 から 

  年  月 まで 

（  年  箇月） 

返還免除済額 円 

返還猶予申請額 円 

申請理由 

１ 返還免除対象業務に従事 

２ 在学中  ３ 被災 

４ 心身の故障 

５ その他（         ） 

理由発生

年月日 
 

現在の就業先

又は在学先 

所在地

及び電

話番号 

〒 

 

  （電話  （  ）   ） 

名称  

卒業

後の

状況 

期間 就業先又は進学先 所在地 

  年  月 

  年  月 まで・現在 
 年 箇月  

県 内 

県 外 

年  月 

  年  月 まで・現在 
年 箇月  

県 内 

県 外 

備考  

（添付書類） 

 ・申請理由を証明する書類  



 

（様式第 12号）                              福祉系高校 

 

休学（停学・復学・退学・卒業） 

福 祉 系 高 校 修 学 資 金 辞 退 

 

年  月  日 

 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸 付 番 号 

住   所 〒 

  

氏   名           ○印

                       （電話    （    ）    ） 

 

 

 下記のとおり休学（停学・復学・退学・卒業）（福祉系高校修学資金を辞退）しました。

（します。） 

 

記 

 

期日又は期間  

理    由  

本届記入者   本人   連帯保証人（               ） 

上記について証明します。 

 

     年  月  日 

 

高等学校名 

高等学校長名                □印  

届 



 

（様式第 13号）                               福祉系高校 

 

異動届 

 

年  月  日 

 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸付番号 

住   所 〒 

  

氏   名           ○印

                       （電話    （    ）    ） 

 

 

 下記のとおり、異動がありました。 

 

記 

 

異動年月日 年   月   日 

異動の内容 

異動前  

異動後  

本届記入者 本人   連帯保証人（               ） 

（添付書類） 

 ・異動事由を証明する書類 



 

（様式第 14号）                               福祉系高校 

 

業務従事届 

 

年  月  日 

 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸付番号  

被貸付者の住所 

〒 

  

           （電話     （     ）     ） 

フリガナ  生 年 月 日 

氏  名 ○印     年 月 日（  歳） 

介護福祉士 

登録状況 

登録年月日       年   月   日 

登 録 番号   第          号 

 

 

 

業務 

従事先 

所在地及び 

電話番号 

〒 

 

（電話  （  ）   ） 

施設名又は

所属団体名 

 

 

 

職  種  

業務従

事期間 
  年  月  日  から 

 

 上記のとおり従事していることを証明します。 

 

    年  月  日 

 

業務従事先の施設（所属団体）名 

 

施設等の長の職及び氏名                      □印  



 

（様式第 15号）                              福祉系高校 

 

未就業者現況届 

 

年  月  日 

 

 社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸 付 番 号 

住   所 〒 

  

氏   名           ○印

                       （電話    （    ）    ） 

 

 

 下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

資格取得状況  

卒   業 

年 月 日 
  年  月  日 

就 業 予 定 

年 月 日 
年  月  日 

現   況  

（注）現況欄には、就業の希望があるが、就業できない現況（理由）を、また就業希望施設

等がある場合には、その現況等を記入すること。 

  



 

（様式第 16号）                               福祉系高校 

 

業務従事期間証明書 

 

年  月  日 

社会福祉法人長野県社会福祉事業団理事長 様 

 

貸付番号  

住  所 
〒 

（電話   （   ）   ） 

フリガナ  生年月日 

氏  名 ○印  年   月   日（  歳） 

 

上記の者は、次のとおり介護職員等の業務に従事していたことを証明します。 

 

業務 

従事先 

所在地及び

電話番号 

〒  

（電話    （      ）     ） 

施設名又は

所属団体名 
 

職  種  

業務従

事期間 

年  月  日  から 

年  月  日  まで       （   年  箇月） 

 

 

 

 

    年  月  日 

 

業務従事先の施設（所属団体）名 

 

施設等の長の職及び氏名                     □印  

 


